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社会保険あきた／２年6･7月／2 社会保険あきた／２年6･7月／3

日本年金機構からのお知らせ

 全国高等学校長協会

全国都道府県教育委員会連合会

世代を超える。
今だからこそ、伝えたい。

厚生年金保険料等納付猶予相談窓口のご案内

国民年金保険料臨時特例免除のご案内

国民年金保険料免除の申請ができます

郵送による申請をご利用ください

〈厚生年金保険料納付猶予相談窓口〉
☎ 0570-666-228（ナビダイヤル）

※050で始まる電話ではご利用いただけません。
　　一般電話もしくは携帯電話にておかけください。
（受付時間）月～金（土日祝日は除く）８:30～17:15

※お電話でのご案内のみとなります。おかけ間違いのないようにご注意ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な事業主・船舶
所有者のみなさまからの、猶予制度に関する一般的なお問い合わせをお受けしております。
　猶予制度に関する一般的なお問い合わせをご希望の方は厚生年金保険料納付猶予相談窓口をご利用ください。
　なお、年金事務所でも、納付を猶予する制度に関するご質問をお受けしております。
※厚生年金保険料納付猶予相談窓口では、猶予申請書等の提出は受け付けておりません。猶予申請書等は管轄
　の年金事務所へご提出ください。

　今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入減となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて
所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きによ
り、国民年金保険料免除申請が可能となりました。

日本年金機構ホームページから申請書の書式及び申請の手続きにかかる手引きが
ダウンロードできます。

簡易な所得見込額の手続により、申請が可能となりました。
手続きの方法や申請書は、

日本年金機構ホームページに掲載しております。

https://www.nenkin.go.jp/
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協 会 け ん ぽ
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社会保険あきた／２年6･7月／6 社会保険あきた／２年6･7月／7

秋田県社会保険協会からのお知らせ

短時間就労者の算定基礎届について

Ｑ 　当社では短時間就労者（パート等）を多く雇用してい
ます。算定基礎届を作成するにあたり、正社員の場合と
どのような違いがあるのかよくわからないので、記載方
法について教えてください。

Ａ　　　　

「
お
元
気
様
で
す
」

・・制度の普及に関する主な事業

・・社会保険関係団体の活動支援

・・令和元年度一般会計収入・支出決算

・・健康増進に関する事業

健康管理講座

[評議員会／会長挨拶] [理事会]

新任担当者事務説明会

　※84円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒を
　　必ず同封してください。

「社会保険事務担当者説明会」

「施設利用会員証」の交付について 研修事業の中止について（お知らせ）

秋田県

秋田市中通６－７－９
TEL018-831-6205

令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認

令令令 年年 ににおけけけおける社会会 会会の事 び決算 について、６月
にに されたたた 会会 びびびび 会会におににに いいいいて、次、次、 のとおりり され した

令和元年度における社会保険協会の事業経過報告及び決算報告について、６月11
日に開催された理事会及び評議員会において、次のとおり承認されました。



社会保険あきた／２年6･7月／6 社会保険あきた／２年6･7月／7

秋田県社会保険協会からのお知らせ

短時間就労者の算定基礎届について

Ｑ 　当社では短時間就労者（パート等）を多く雇用してい
ます。算定基礎届を作成するにあたり、正社員の場合と
どのような違いがあるのかよくわからないので、記載方
法について教えてください。

Ａ　　　　

「
お
元
気
様
で
す
」

・・制度の普及に関する主な事業

・・社会保険関係団体の活動支援

・・令和元年度一般会計収入・支出決算

・・健康増進に関する事業

健康管理講座

[評議員会／会長挨拶] [理事会]

新任担当者事務説明会

　※84円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒を
　　必ず同封してください。

「社会保険事務担当者説明会」

「施設利用会員証」の交付について 研修事業の中止について（お知らせ）

秋田県

秋田市中通６－７－９
TEL018-831-6205

令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認令和元年度社会保険協会事業・決算を承認

令令令 年年 ににおけけけおける社会会 会会の事 び決算 について、６月
にに されたたた 会会 びびびび 会会におににに いいいいて、次、次、 のとおりり され した

令和元年度における社会保険協会の事業経過報告及び決算報告について、６月11
日に開催された理事会及び評議員会において、次のとおり承認されました。



▲

―

職
場
内
で
回
覧
し
ま
し
ょ
う

―

第189回　新型コロナウイルスなどの感染症に注意しましょう
　緑が美しい季節になりましたが、6月に入り各地では梅雨が始まって湿度が高く気温も上昇する時期で
すので、細菌などによる感染症で体調を崩す人も少なくありません。今回は、感染症対策についてお伝え
します。

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

一般財団法人秋田県社会保険協会

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（一般的な年金相談）

年金についての相談やお問合せ先
休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください
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外出先からの帰宅時 調理の前後 食事前

正しい手の洗い方

❶ ❸ ❹❷

❺ ❻

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、
清潔なタオルやペーパータオルで
よく拭き取って乾かします。


